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重 要 事 項 説 明 書 

                                                                                                                                                                 

令和 6 年 6 月 7 日現在 

１．事業主体概要 

事 業 主 体 名 野の花会 

法 人 の 種 類 社会福祉法人 

代 表 者 名 理事長 吉井満寛 

所 在 地 鹿児島県南さつま市加世田武田１３８７７番地 

資本金（基金） なし 

法 人 の 理 念 

 福祉サービスを必要とする方が心身ともに健やかに育成され、また

は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与え

られるとともに、その環境、年齢および心身の状況に応じ、地域にお

いて必要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助すること

を目的とする。 

他 の 介 護 保 険 

関 連 の 事 業 

居宅介護支援事業 

居宅療養管理指導事業 

介護老人福祉施設事業 

介護老人保健施設事業 

訪問看護事業 

訪問介護事業 

訪問リハビリテーション事業 

通所介護事業 

通所リハビリテーション事業 

短期入所生活介護事業 

短期入所療養介護事業 

他 の 介 護 保 険 

以 外 の 事 業 

ホームヘルパー養成研修事業１級・２級課程 

難病ヘルパー養成研修事業 

認知症予防教室、転倒予防教室、貯筋運動教室 
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２．ホーム概要 

ホーム名 もうひとつの私の家 なでしこ 

ホームの目的 

 認知症によって自立した生活が困難になった方に対して、家庭的な

環境の下で食事、入浴、排泄等の日常生活の世話、および日常生活の

中での心身の機能訓練を行うことにより、入居の方が安心と尊厳のあ

る生活を、その有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができ

るよう支援することを目的とする。 

ホームの運営方針 

１ 本事業所において提供する認知症対応型共同生活介護は、介護保

険法ならびに関係する厚生省令、告示の趣旨および内容に沿ったもの

とする。 

２ 入居の方の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの

提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、入居

の方が必要とするサービスを提供する。 

３ 入居の方およびその家族に対し、サービスの内容および提供方法

について分かりやすく説明する。 

４ 適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

５ 常に提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

ホームの責任者  立薗孝子 

開設年月日 平成９年１０月１日 

保険事業者指定番号 ４６７１１００１１５ 

所在地、電話・FAX 番号 
鹿児島県南さつま市加世田村原一丁目 9-6 

（電話）0993-53-8885 （ＦＡＸ）0993-53-8805 

交通の便 
鹿児島交通バス 加世田保健所前バス停より徒歩２分 

鹿児島市谷山インターより車で約４０分 

敷地概要（権利関係） 土地 ４７９.４０㎡ 

建物概要（権利関係） 構造：鉄筋コンクリート  延床面積：７９６.０８㎡ 

居室の概要 
個室２７（16.24 ㎡ 3 室、16.65 ㎡ 9 室、15.47 ㎡ 3 室、 

15.55 ㎡ 3 室、15.61 ㎡ 9 室） 

共用施設の概要 

エレベーターホール 7.83㎡×3ヵ所、食堂兼居間兼キッチン 31.95

㎡×3 ヶ所、浴室 4.14 ㎡×3 ヶ所、脱衣室 5.66 ㎡×3 ヶ所、車椅

子用トイレ 4.84 ㎡×３ヶ所、玄関ホール・廊下 46.25 ㎡ 

緊急対応方法 
管理者が指揮をとり、全職員が利用者の避難等適切な措置を講ずると

ともに、隣接する老人保健施設に対しても応援を要請する。 

防犯防災設備 

避難設備等の概要 
消火器 １０本 
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損害賠償責任保険加入先 
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

（引受損害保険会社：安田火災海上保険株式会社） 

 

 

３．職員体制（主たる職員） 

職員の職種 員数  

常勤 非常勤 

保有資格 
研修会受講等 

内 容   

 

専
従 

兼
務

 
 
 

専
従

 
 

 

兼
務

 
 

 

管 理 者 １人  １   
介護福祉士 

 
認知症介護管理者研修 

計画作成担当者 ３人  ２  １ 
介護支援専門員  

介護福祉士 
認知症介護実務者研修 

介 護 職 員 24 人以上 13 ３ ７ 1 介護福祉士  

 

 

４．勤務体制 

昼間の体制 
３人（うち早出 7:00～16:30 １人、遅出 10:00～19:30 １人、 

日勤 8:30～18:00 １人、 

夜間の体制 ３人 夜勤（17:00～翌 9:00） 

 

 

５．ホーム利用にあたっての留意事項 

・ 外出または外泊する場合は、所定の書式に外出・外泊先、用件、施設へ帰着する予定日時

等を届け出てください。 

・ ご家族等の外来者が、入居者と面会する場合は、施設の職員に届け出てください。 

・ 施設で行う健康診断は、特別の理由がない限り受診してください。 

・ 身上に関する重要な変更事項が生じた場合は、速やかに届け出てください。 

・ 次のいずれかに該当すると認めた場合、所定の手続きを経て退居していただきます。 

① 入居者または扶養義務者が退居を申し出たとき。 

② 継続して在所させることが不適当と認めたとき。 

③ 施設の秩序を乱したり、他に著しく影響を及ぼす恐れがあるとき。 

④ その他入居後利用者の状態が変化し、施設の入居条件に該当しなくなったとき。 
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６．サービスおよび利用料等 

保険給付サービス 

食事・排泄・入浴(清拭)・着替えの介助等の日常生活上の世話､日常生活の

中での機能訓練､健康管理､相談・援助等 

上記については包括的に提供され、下記の表による要介護度別に応じて定め

られた金額（省令により変動有り）が自己負担となります｡ 

ただし入居後３０日に限り、下記金額に１日あたり３０円割増になります。 

保険対象外サービス 
別紙のサービスについては、各個人の利用に応じて自己負担となります。 

料金の改定は理由を付して事前に連絡されます。 

居室の提供（家賃） １，０００円／日 

食事の提供 １，０００円／日 

その他の費用 

水道光熱費 ３５０円／日 

教養娯楽費 ２００円／日 

ベッド ５０円／日     家具 ５０円／日 

理容代 １回２，０００円  美容代 １回２，２００円 

その他、個人で使用した品は実費精算で自己負担となります。 

＜基本料金＞１日あたりの自己負担分（1 割負担の場合） 

＊介護保険負担割合証に定められた割合にともない負担額が異なる場合があります。） 

    要支援２     ７４９円 

     要介護１  ７５３円 

     要介護２  ７８８円 

     要介護３  ８１２円 

     要介護４   ８２８円 

     要介護５  ８４５円 

＜加算について＞ 

 〇医療連携加算について（１日につき３７単位） 

  入居の方が重度化しても、あるいは終末期になっても住み慣れたグループホームでの生活が

継続できるように医療体制を強化する為に、「医療連携加算」が創設され、なでしこでは、 「加

世田訪問看護ステーション」との医療連携の契約を結ぶ事で、２４時間の緊急時対応を行な

います。週１回程度、訪問看護師の訪問を受けることで馴染みの関係が保て、健康管理（心

身状態の維持と悪化予防）が図れます。   

 〇看取りに関する指針（医療連携体制加算） 

利用の方１人につき、１日に１４４単位が加算されます。看取りのケアを受けた方が死亡さ

れた場合に、死亡日を含めて３０日を限度に加算を算定されます。 

 ○口腔衛生管理体制加算について（１月につき３０単位） 

   歯科衛生士による口腔ケアに係わる技術的助言及び指導を月１回以上行った場合に算定さ

れます。 

〇介護職員処遇改善加算について   

ひと月の基本サービス費に各種加算を加えた総単位数に、11.10％を乗じて算定し加算され 

ます。 
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７．協力医療機関 

協力医療機関名 南さつま中央病院（旧 楠元胃腸肛門科病院） 

診療科目､ﾍﾞｯﾄﾞ数等 胃腸科、肛門科、外科、内科、麻酔科、婦人科  病床数：30 床 

協力医師 氏名：楠元慶明 常勤・非常勤の別：非常勤  訪問頻度：要請時のみ 

協力医療機関名 アルテンハイム・リハビリテーション・クリニック本町 

診療科目 
内科、外科、リハビリテーション科、女性専門外来（毎月第３火曜日） 

認知症専門外来（隔月）、訪問リハビリ 

協力医師 氏名：吉井聡子  常勤・非常勤の別：常勤  訪問頻度：定期的 

 

8．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。または、備え付けの用紙、

管理者宛ての文書で、所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができま

す。また当法人は第三者委員制度を設け、施設外の第三者委員が直接ご相談もお受けします 

 

第三者委員：久木田 敏 ０９９３－７２－９４０６ 

     ：賦句 辰治 ０９９６－２２－０４５２ 

 

○苦情受付窓口（担当者）   管理者  立薗孝子 

          （電話）   ０９９３－５３－８８８５   

  ○受付時間    毎日  ８：３０～１８：００ 

  ○処理体制・手順 

  ①苦情を受け付けた場合は、担当者は、苦情内容について聞き取りを行ったうえで、「苦情     

   処理に関する記録」に記載し、管理者に報告する。 

  ②苦情を受け付けた後、担当者は速やかに担当者等についての事実確認を行う。 

  ③担当者は事実確認を終わったあと、的確に処理を行う。 

  ④苦情処理は、１日以内に行われることを原則として対応する。 

  ⑤確認された苦情に対して、介護保険事業管理者、および担当者等とその処理について協議 

   を行い、苦情申出の方に対しその改善についての説明を行う。また必要に応じて行政及び、 

   国民健康保険団体連合会に対して助言、指導を仰ぎ、それにより的確に処理を行う。 

  ⑥担当者は、苦情処理に関する改善方法、苦情処理の結果などについて関係者に報告を行い 

   「苦情処理に関する記録」に記録する。 
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○行政機関その他苦情受付機関 

ホーム苦情相談窓口 担当者氏名：立薗孝子 

外部苦情申立て機関 

（連絡先電話番号） 

機関名：南さつま市役所市民福祉部介護支援課介護給付係 

（電話）0993-76‐1527（直通）    FAX 0993-53-0113 

（受付時間）9：00～17：00 

機関名：鹿児島県国民健康保険団体連合会介護保険課 

（電話）099-213‐5122 （介護保険室） 

機関名：鹿児島県社会福祉協議会 

（電話）099-286‐2200     

（受付時間）9：00～17：00 

機関名：鹿児島県くらし保健福祉部高齢者いきいき推進課介護保険室 

(電話) 099-286-2676    FAX 099-286-5552 

(受付時間) 9：00～17：00 

 

 

 

 

令和   年  月  日  

 

（事業者） 

                       ホーム名 もうひとつの私の家 なでしこ 

 

             住  所 鹿児島県南さつま市加世田村原一丁目９－６        

             説明者名                      ○印  

 

           私は、本書面に基づいて重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

（利用者） 

              住所 

             氏名                        ○印  

（利用者代理人） 

               住所 

             氏名                                                ○印  

（身元引受人） 

              住所 

             氏名                        ○印  

             


